
 

 

政策会議付議事案書（令和５年１月１０日） 

提案課名 建築指導課 

報告者名 小谷 幹夫 

事案名 秦野市建築基準条例の一部を改正することについて 資料 有 

目
的
・
必
要
性 

建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、次の事項について、 

秦野市建築基準条例の一部を改正するものです。 

 

１ 建築物の容積率に関する特例認定申請手数料を定めること 

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ

対策を進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和４年６月１７

日に公布されました。 

これに伴う「建築基準法」の改正事項のうち、「建築物の容積率に関し、

住宅又は老人ホーム等に設ける給湯設備等の建築物の部分であって、市街地

の環境を害するおそれがないものについては、特定行政庁の認定を受けるこ

とにより、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこと」とされた

ことから、その認定に係る手数料を定めるため、条例の一部を改正するもの

です。 

２ 共同住宅等の階段に係る規定を緩和すること 

建築物の防火・避難関係規定の合理化等に係る「建築基準法施行令」の  

一部改正（令和２年４月１日施行）では、安全性の確保を前提としつつ、  

建築物の特性等に応じた基準の設定や既存の規定の合理化が可能となりま

した。 

これに伴い、現行条例に規定する「共同住宅等の階段に係る規定を緩和」

するため、条例の一部を改正するものです。 

３ 共同住宅等及び長屋の敷地内通路の幅員に係る規定を緩和すること 

前項と同様に、「建築基準法施行令」の一部改正に伴い、現行条例に規定

する「共同住宅等及び長屋の敷地内通路の幅員に係る規定を緩和」するため、

条例の一部を改正するものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

１ カーボンニュートラル関連（資料１） 

 (1) 令和４年 ６月１７日 改正建築基準法の公布 

 (2) 令和４年１１月１６日 改正建築基準法施行令の公布 

 (3) 令和５年 ４月 １日 改正建築基準法及び改正建築基準法施行令等

の施行 

２ 避難関係規定関連（資料２、３） 

 (1) 令和元年１２月１１日 改正建築基準法施行令の公布 

 (2) 令和２年 ４月 １日 改正建築基準法施行令の施行 

 議題２ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、建築基準条例の一部を

次のとおり改正すること。 

１ 容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない建築物の部分の認定事

務に係る手数料（２７，０００円）を定めること。 

２ 共同住宅等の階段に係る規定を緩和し、階数が３以下で延べ面積が２００

平方メートル未満の建築物の避難階以外の階については、２以上の直通階段

又はこれに代わる施設の設置を求めないこととすること。 

３ 共同住宅等及び長屋の敷地内通路の幅員に係る規定を緩和し、階数が３以

下で延べ面積が２００平方メートル未満の建築物については、その幅員を 

９０センチメートル以上とすること。 

今
後
の
取
扱
い 

令和５年３月 令和５年３月市議会第１回定例月会議に条例改正議案を提出 

施 行 日 令和５年４月１日から施行する。 
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 建築基準法第５２条第６項第３号（建築物の容積率）の規定に基 

づく特例認定申請手数料について（条例第６４条、別表第５関係） 

 

令和５年１月１０日  

建築指導課  

１ 法改正の概要 

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（容積率）は、都市計画におい

て定められた数値以下としなければなりません。 

建築基準法の改正により、住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他こ

れに類する建築物の部分（給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備

を設置するためのものであって、市街地の環境を害するおそれがないものと

して国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。）で、特定行政庁が

交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、容積率の算

定の基礎となる延べ面積には、算入しないものとされました。 

 

２ 認定対象となる建築物の部分 

住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分

（給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのもので

あって、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定め

る基準に適合するものに限る。） 

 

３ 手数料 

県内統一の考えにより、建築基準法に基づく他の条項の認定手数料と同額

（２７，０００円）とします。 

  

資料１ 
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 共同住宅、寄宿舎及び下宿のうち、小規模なものの一部について、 

２以上の直通階段等を求めないことについて（条例第１９条関係） 

令和５年１月１０日  

建築指導課  

１ 法の概要 

建築基準法施行令第１２１条では、二方向に避難路を確保することによ

り、火災時に一方の経路が通行不能となった場合に、もう一方からの避難を

確保するため、建築物の用途及び規模によって、その階から避難階又は地上

に通じる２以上の直通階段を設けることを求めています。 

一方、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の小規模な共同

住宅等で、階段の部分とその階段の部分以外の部分とが間仕切壁等で区画し

ているものについては、在室者が少なく、避難経路が短いことから、迅速に

避難することが可能であるため、２以上の直通階段を求めていません。 

 

２ 条例改正の概要 

条例では、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用される建築物につい

て、その構造や規模によって、その階から避難階又は地上に通ずる２以上の

直通階段又はこれに代わる施設を設けることを求めています。 

法の趣旨を踏まえ、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の

ものついて、階段の部分とその階段の部分以外の部分とが間仕切壁等で区画

しているものにあっては２以上の直通階段又はこれに代わる施設を設けるこ

とを求めないものです。 

２以上の直通階段を設けなければならない共同住宅等の階 

 木造建築物等 
主要構造部が不燃材料

で造られているもの 

耐火構造、 

準耐火構造等 

建築基準法 

施行令 

第１２１条 

居室の床面積の合計が 

１００㎡を超える階 ※1 

居室の床面積の合計が２００㎡を超え

る階 

建築基準 

条例 

第１９条 

居室の床面積の合計が 

５０㎡を超える階 ※2 

居室の床面積の合計が

１００㎡を超える階 

※2 

― 

資料２ 

※1  

階数が３以下で延べ面積が２００㎡未満のもので、階段の部分と

その階段の部分以外の部分とが間仕切壁等で区画しているものは、

２以上の直通階段不要 

※2 

階数が３以下で延べ面積が２００㎡未満のもので、

階段の部分とその階段の部分以外の部分とが間仕切

壁等で区画しているものは、２以上の直通階段等不

要 

改正（追加） 
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 共同住宅等及び長屋のうち、小規模なものについて、敷地内通路 

の幅員を９０センチメートル以上とすることについて 

（条例第２０条、第２４条関係） 

令和５年１月１０日  

建築指導課  

１ 法の概要 

建築基準法施行令第１２８条では、共同住宅や飲食店等の不特定多数の者

が利用する建築物について、在室者の避難を確保するため、屋外への出口か

ら道路等に通じる敷地内通路の幅員を１．５メートル以上とすることを求め

ています。 

一方、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の小規模なもの

については、在室者が少なく、避難時に通路の途中において滞留が発生しづ

らいこともあり、その幅員を９０センチメートル以上とすることができま

す。 

 

２ 条例改正の概要 

条例では、共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋の用途に使用される建築物に

ついて、その規模によって、主要な出口から道路等に通じる敷地内通路の幅

員を１．５メートル以上とすることを求めています。 

法の趣旨を踏まえ、共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋の用途に使用される

建築物のうち、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満のものに

ついては、敷地内通路の幅員を９０センチメートル以上とするものです。 

 

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

 改正前  改正後 

床面積（Ａ） 
階数  階数 

３以下 ４以上 ３以下 ４以上 

Ａ≦１００㎡ １．５ｍ  
９０ｃｍ 

１．５ｍ 

１００㎡＜Ａ＜２００㎡ 
２ｍ 

  

２００㎡≦Ａ≦３００㎡       ２ｍ 

３００㎡＜Ａ≦５００㎡ ３ｍ  ３ｍ 

５００㎡＜Ａ ４ｍ  ４ｍ 

  

資料３ 
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(2) 長屋 

  改正前  改正後 

戸数 床面積（Ａ） 
階数  階数 

３以下 ４以上 ３以下 ４以上 

２ 

以下 

Ａ＜２００㎡ 
２ｍ 

 ９０ｃｍ 

２ｍ ２００㎡≦Ａ   

３ 

以上 

Ａ＜２００㎡ 
３ｍ 

 ９０ｃｍ 

３ｍ ２００㎡≦Ａ   
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議案第  号  

 

   秦野市建築基準条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市建築基準条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和５年  月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正するも

のであります。 

 (1) 容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない建築物の部分の認定事

務に係る手数料を定めること。 

 (2) 共同住宅等の階段に係る規定を緩和し、階数が３以下で延べ面積が 

２００平方メートル未満の建築物の避難階以外の階については、２以上の

直通階段又はこれに代わる施設の設置を求めないこととすること。 

 (3) 共同住宅等及び長屋の敷地内通路の幅員に係る規定を緩和し、階数が３

以下で延べ面積が２００平方メートル未満の建築物については、その幅員

を９０センチメートル以上とすること。 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市建築基準条例の一部を改正する条例 

 

秦野市建築基準条例（平成１２年秦野市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。 

第１９条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定は、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の建

築物の避難階以外の階（階段の部分（その部分からのみ人が出入りすること

のできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。）とその階段

の部分以外の部分（直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これ

らに類する部分を除く。）とが間仕切壁若しくは戸（ふすま、障子その他こ

れらに類するものを除く。）で政令第１１２条第１９項第２号に規定する構

造であるもので区画されている建築物又は同条第１５項の規定により国土交

通大臣が定める建築物の避難階以外の階に限る。）については、適用しない。 

第２０条第１項の表中「１．５メートル」及び「２メートル」の次に「（階

数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の建築物は、９０センチメー

トル）」を加える。 

第２４条に次の１項を加える。 

２ 階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の長屋に対する前項第

１号の規定の適用については、同号中「３メートル（２以下の住戸の専用の

通路については、２メートル）」とあるのは、「９０センチメートル」とす

る。 

別表第５中第５１号を第５２号とし、第５０号の次に次の１号を加える。 

 (51) 建築物の容積率に関する特例認定申請手数料 ２７，０００円 

 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第  号資料  

 

秦野市建築基準条例の一部を改正することについて 

 

１ 建築基準法第５２条第６項第３号（建築物の容積率）の規定に基づく特例

認定申請手数料について（条例第６４条、別表第５関係） 

 (1) 法改正の概要 

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（容積率）は、都市計画にお

いて定められた数値以下としなければなりません。 

建築基準法の改正により、住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他

これに類する建築物の部分（給湯設備その他の国土交通省令で定める建築

設備を設置するためのものであって、市街地の環境を害するおそれがない

ものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。）で、特定

行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、

容積率の算定の基礎となる延べ面積には、算入しないものとされました。 

 (2) 認定対象となる建築物の部分 

住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分

（給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのもの

であって、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で

定める基準に適合するものに限る。） 

 (3) 手数料 

県内統一の考えにより、建築基準法に基づく他の条項の認定手数料と同

額（２７，０００円）とします。 

 

２ 共同住宅、寄宿舎及び下宿のうち、小規模なものの一部について、２以上

の直通階段等を求めないことについて（条例第１９条関係） 

 (1) 法の概要 

建築基準法施行令第１２１条では、二方向に避難路を確保することによ

り、火災時に一方の経路が通行不能となった場合に、もう一方からの避難

を確保するため、建築物の用途及び規模によって、その階から避難階又は

地上に通じる２以上の直通階段を設けることを求めています。 

一方、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の小規模な共

同住宅等で、階段の部分とその階段の部分以外の部分とが間仕切壁等で区
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画しているものについては、在室者が少なく、避難経路が短いことから、

迅速に避難することが可能であるため、２以上の直通階段を求めていませ

ん。 

 (2) 条例改正の概要 

条例では、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用される建築物につい

て、その構造や規模によって、その階から避難階又は地上に通じる２以上

の直通階段又はこれに代わる施設を設けることを求めています。 

法の趣旨を踏まえ、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満

のものについて、階段の部分とその階段の部分以外の部分とが間仕切壁等

で区画しているものにあっては２以上の直通階段又はこれに代わる施設を

設けることを求めないものです。 

２以上の直通階段を設けなければならない共同住宅等の階 

 木造建築物等 
主要構造部が不燃材料

で造られているもの 

耐火構造、 

準耐火構造等 

建築基準法施 

行令 

第１２１条 

居室の床面積の合計が 

１００㎡を超える階 ※1 

居室の床面積の合計が２００㎡を超え

る階 

建築基準条例 

第１９条 

居室の床面積の合計が 

５０㎡を超える階 ※2 

居室の床面積の合計が 

１００㎡を超える階 

※2 

― 

 

３ 共同住宅等及び長屋のうち、小規模なものについて、敷地内通路の幅員を

９０センチメートル以上とすることについて（条例第２０条、第２４条関係） 

 (1) 法の概要 

建築基準法施行令第１２８条では、共同住宅や飲食店等の不特定多数の

者が利用する建築物について、在室者の避難を確保するため、屋外への出

※1 

階数が３以下で延べ面積が２００㎡未満のもので、階段の部分と

その階段の部分以外の部分とが間仕切壁等で区画しているものは、

２以上の直通階段不要 

※2 

階数が３以下で延べ面積が２００㎡未満のもの

で、階段の部分とその階段の部分以外の部分とが

間仕切壁等で区画しているものは、２以上の直通

階段等不要 

改正（追加） 
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口から道路等に通じる敷地内通路の幅員を１．５メートル以上とすること

を求めています。 

一方、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の小規模なも

のについては、在室者が少なく、避難時に通路の途中において滞留が発生

しづらいこともあり、その幅員を９０センチメートル以上とすることがで

きます。 

 (2) 条例改正の概要 

条例では、共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋の用途に使用される建築物

について、その規模によって、主要な出口から道路等に通じる敷地内通路

の幅員を１．５メートル以上とすることを求めています。 

法の趣旨を踏まえ、共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋の用途に使用され

る建築物のうち、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満のも

のについては、敷地内通路の幅員を９０センチメートル以上とするもので

す。 

ア 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

 改正前  改正後 

床面積（Ａ） 
階数  階数 

３以下 ４以上 ３以下 ４以上 

Ａ≦１００㎡ １.５ｍ  
９０cm 

１.５ｍ 

１００㎡＜Ａ＜２００㎡ 
２ｍ 

  

２００㎡≦Ａ≦３００㎡       ２ｍ 

３００㎡＜Ａ≦５００㎡ ３ｍ  ３ｍ 

５００㎡＜Ａ ４ｍ  ４ｍ 

 

イ 長屋 

  改正前  改正後 

戸数 床面積（Ａ） 
階数  階数 

３以下 ４以上 ３以下 ４以上 

２ 

以下 

Ａ＜２００㎡ 
２ｍ 

 ９０cm 

２ｍ ２００㎡≦Ａ   

３ 

以上 

Ａ＜２００㎡ 
３ｍ 

 ９０cm 

３ｍ ２００㎡≦Ａ   
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４ 施行日 

令和５年４月１日 
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議案第  号 秦野市建築基準条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （共同住宅等の階段）  （共同住宅等の階段） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定は、階数が３以下で延べ面積が２００平方メー

トル未満の建築物の避難階以外の階（階段の部分（その部分か

らのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他こ

れらに類するものを含む。）とその階段の部分以外の部分（直

接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類す

る部分を除く。）とが間仕切壁若しくは戸（ふすま、障子その

他これらに類するものを除く。）で政令第１１２条第１９項第

２号に規定する構造であるもので区画されている建築物又は同

条第１５項の規定により国土交通大臣が定める建築物の避難階

以外の階に限る。）については、適用しない。 

 

 （共同住宅等の主要な出口）  （共同住宅等の主要な出口） 

第２０条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用される建築物

の避難階においては、主要な出口（屋外階段又はこれに代わる

施設からの出口を含む。以下この条及び第２４条において同

じ。）から道路、公園、広場その他の空地に通じる次の表に掲

げる有効な幅員以上の敷地内通路を設けなければならない。 

第２０条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用される建築物

の避難階においては、主要な出口（屋外階段又はこれに代わる

施設からの出口を含む。以下この条及び第２４条において同

じ。）から道路、公園、広場その他の空地に通じる次の表に掲

げる有効な幅員以上の敷地内通路を設けなければならない。 
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共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用

される部分の床面積の合計 
敷地内通路の幅 

１００平方メートル以内のもの １．５メートル 

（階数が３以下で

延べ面積が２００

平方メートル未満

の建築物は、９０

センチメートル） 

１００平方メートルを超え、３００平方

メートル以内のもの 

２メートル 

（階数が３以下で

延べ面積が２００

平方メートル未満

の建築物は、９０

センチメートル） 

（略） 
 

共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用

される部分の床面積の合計 
敷地内通路の幅 

１００平方メートル以内のもの １．５メートル 

１００平方メートルを超え、３００平方

メートル以内のもの 

２メートル 

（略） 
 

２ （略） ２ （略） 

 （長屋の出口）  （長屋の出口） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の長屋に

対する前項第１号の規定の適用については、同号中「３メート

ル（２以下の住戸の専用の通路については、２メートル）」と
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あるのは、「９０センチメートル」とする。 

別表第５（第６４条関係） 別表第５（第６４条関係） 

 (1)－(50) （略）  (1)－(50) （略） 

 (51) 建築物の容積率に関する特例認定申請手数料 

２７，０００円  

 

 (52) （略）  (51) （略） 

 

 

 

   附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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